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令和８年度 楢葉町 町民提案型まちづくり補助金 募集要項 

1. 制度の趣旨   

本制度は、楢葉町を応援してくださる多くの方々よりご寄附いただいた、

ふるさと応援寄附金（＝ふるさと納税）を活用し、地域課題と事業性を組み

合わせた取り組みに対して補助を行うことで、復興から持続可能なまちづく

りへと前進を後押しするものです。 

楢葉町は、東日本大震災以降、ふるさとや日々の暮らし、人とのつながり

といった「生きる」ために欠かせないものの存在が大きく揺らぎました。 

 避難・帰町・再建という道のりの中で、「何を大切にして生きていくか」

を真剣に考えた経験を持つ地域だからこそ、この地に暮らす人々は、楢葉の

良さはもちろん地域の課題にも気づくことができます。 

本補助金は、そうした一人ひとりの視点を出発点としたまちづくりを大切

にし、地域の想いやアイデアを、まちづくりの原動力として活かすことを目

的に創設しました。 

「誰もが自分のまちの未来に関わることができる」この制度が大切にしてい

ることのひとつです。 

2. 補助額・補助率 

（１） 初年度補助額：最大１００万円（補助率１００％） 

（２） 継続補助額 ：最大 ５０万円（補助率１００％） 

※補助申請は 1 事業あたり 初年度 1 回限り、および 継続事業として次

年度 1 回まで申請可能です（最大 2 回の補助） 
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3. 補助事業の概要 

（１）補助事業のスキーム

 
 

（２）補助事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

（３）補助対象期間 

補助対象となる事業の期間は当該補助事業年度内に実施される

ものとします。 

※年度をまたいでの事業については対象外となります。 

4. 補助対象者 

（１） 楢葉町内に拠点を有するかまたは事業実績を有する事業者、 

団体、個人事業者であること 

（２） 活動メンバーが 3 人以上いること 

（３） 活動メンバーの 3 分の 2 以上が町内在住または在勤であること 

（４） 営利のみを目的としないこと 

（５） 政治活動又は宗教活動を目的とするものでないこと 

楢葉町暴力団排除条例（平成 26 年楢葉町条例第９号第２条第

１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員、同

条第３号に規定する暴力団員等の統制の下にないこと 

1 2 3 4 5 

補助事業実施 

次年度５月頃 
７月 
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5. 補助対象事業 

下記の１及び２（１）～（６）のいずれかに該当する事業を補助対象とす

る。 

１ 活動の本拠が楢葉町内であること 

２ 社会的かつ経済的効果がある事業であること 

（１） 地域資源を活用した商品開発・ブランディング 

例）地域の伝統文化を活かした土産品や特産品の開発。 

  地域の子どもたちとの共同特産品開発など。 

 
（２） 空き家・空き地等の活用を通じた地域拠点づくり 

例）空き家を活用したカフェ・交流拠点・チャレンジショップの設置。 

子ども・高齢者の居場所づくりなど。 

 
（３） 地域課題解決を目指す実験的・実践的プロジェクト 

例）ゴミ問題・交通課題・高齢化など、地域特有の課題に対する住民主体の 

解決策の実施など。 

（４） 観光資源や文化資産を活かしたコンテンツ・仕組みづくり 
例）地域資源を活かして楢葉町に周遊・滞在できる観光コンテンツの 

開発・体制づくり。 
 

（５） ふるさと納税返礼品開発（や情報発信プロジェクト） 
例）新しい返礼品候補としての試作品やサービスモデルの開発など。 
 

（６） その他、地域の持続可能性や暮らしの質の向上に寄与する取り 

組み 

 

３ 前項の規定にかかわらず次に掲げる事業については補助事業としない。 

（１） 同一年度において、国、地方自治体又は民間助成団体等から他

の制度による補助、助成又は委託を受けている（予定しているもの

を含む）事業 

 

（２） 事業の効果が特定の個人又は団体に限られる事業 
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6. 補助対象経費 

町内の地域活性化のため原則として町内業者から購入・受注等実施するこ

と。 

費目 経費の種類 

謝金 
講師・外部人材への報酬（旅費・交通費含む） 

地域づくりアドバイザー等の各専門家への報酬 

広報費 
チラシ・ポスター・パンフレット・SNS 広告・

WEB 制作等 

消耗品費 材料費、ワークショップ用品、衛生用品等 

使用料・賃借料 会場使用料、機材レンタル、車両借用など 

委託料／外注費 
デザイン制作費、設営費、ICT 手配など 

補助金申請額 1/2 以内 

保険料 イベント保険・賠償保険・ボランティア保険等 

通信・運搬費 郵送・宅配・資料配布・通信費用など 

備品・設備費 
補助金申請額の 1/3 以内 
※リース等で対応可能なものについては、リースで対応

すること 
  

7. 補助対象外経費 

費目 経費の種類 

継続的・恒常的な経費 
事務所の家賃、光熱水費、通信費など日常的運

営に関するもの 

人件費 
スタッフの給料、提案者や構成メンバーへの日

当・報酬 

飲食費 

打合せ・イベント等における食事代、菓子代、

アルコール代など 

※ただし、会議等に供する茶菓程度は認める場

合あり 

旅費 
視察・研修旅行に関する経費 

申請団体構成員・参加者に支払う費用 

賞金・賞品代 イベント参加者に渡す賞金・賞品代 

私的用途が疑われる経費 明確に事業と無関係な交通費や宿泊費など 

その他 
公的な資金の用途として社会通念上、不適切と

認められる経費 

8. 選考について 

本補助金の選考は、提出された提案書をもとに審査委員会にて実施しま

す。 
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提案内容が本制度の趣旨に適しているか、地域課題への貢献度や実現可能

性、波及効果などを総合的に評価し、採択を決定します。 

提案の受付後、事務局  一般社団法人 ならはみらい（以下事務局と呼ぶ）

および楢葉町が内容の事前確認を行い、必要に応じてコメント付きで返却

し、1 回に限り再提出を受け付けます。受理水準に満たないと判断された場

合には、審査委員会に進まず不受理となる場合があります。 

審査委員会では、非公開形式でのプレゼンテーションと質疑応答、評価基

準に基づく採点を通じて、採択案件を決定します。審査結果は、文書にて提

案者に通知され、必要に応じて提案内容の一部修正を求めることがありま

す。 

なお、審査委員会は以下の構成を予定しています 

• 地域代表者（地域性や現状を理解した立場の方） 

• 専門有識者（分野専門家等） 

• 楢葉町職員（制度運営に関与する立場） 

 

また、審査委員には適切な中立性・公平性が求められ、提案者本人や利害関

係者が含まれないように配慮します。 

9. 選考結果の通知 

楢葉町 町民提案型まちづくり審査委員会（以下、審査委員会）の選考結果

を受け、事務局から提案者に結果を通知します。 

また、採択した事業内容及び、提出書類は個人情報を特定する部分を除き

楢葉町及び事務局の公式ホームページ SNS 等で公表することがございます。 

10. 募集期間・審査スケジュール 

項目 日程 

申請受付開始 令和 8 年 7 月    6 日（月） 

申請締切 令和 8 年 8 月    7 日（金）17:00 必着 

修正案の再提出締切 令和 8 年 8 月 21 日（金） 

審査・選考（審査委員会） 令和 8 年 9 月上旬 

結果通知 令和 8 年 9 月中旬 

補助対象事業の実施期間 採択決定日 ～ 令和 9 年 2 月 28 日（日） 

実績報告書の提出期限 令和 9 年 3 月 12 日（金） 
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11. 審査・評価基準 

提出された提案は、審査委員会にて以下の観点をもとに総合的に評価しま

す。 

（１） 地域の主体性 

地域から生まれる主体的な意思と行動が、計画に明確に反映されて

いるか 

（２） 地域課題との整合性 

地域の課題を的確に捉え、現状や特性に根ざした内容であるか 

（３） 継続・発展性 

単発の事業にとどまらず、継続的なまちづくりへの発展可能性があ

るか 

（４） 地域資源の活用 

伝統・文化・自然・人材等の地域固有資源を活かしているか 

（５） 実現可能性 

実現可能な手法・予算・規模で事業が計画されているか 

（６） 連携・共感性 

町内外の関係者や団体との連携・協働が意識されているか 

事業内容が地域や社会に受け入れられ幅広く共感が得られる内容か 

（７） 予算の妥当性 

事業の規模や内容に見合った予算規模・費目か 

（８）公共性・公益性 

実施事業が地域・住民のためになる公共性・公益性のあるものとな

っているか 

12. 申請・提出に関する事項 

（申請時に必要な書類） 

(ア) 補助申請書（様式第１号） 

(イ) ※¹事業計画書（任意様式）参考様式有り 

(ウ) 団体概要書 

(エ) 規約または会則等、団体の運営方針がわかるもの 

(オ) 前年度の決算書（収支報告書） 

(カ) 今年度の予算書 

(キ) 前年度の納税証明書又は、非課税証明書 

 

（事業完了後に必要な書類） 

(ク) 事業報告書（様式第２号） 

(ケ) 経費請求書（様式第３号） 
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（概算払いを希望する場合に必要な書類） 

(コ) 概算払い請求書（様式第４号）各様式の郵送をご希望の方は、事務局

までお問い合わせください。 

◼ 提出方法 

提出書類一式を下記提出窓口まで１部ご提出ください。提出書類

の大きさは、原則 A4 版とします。 

◼ 提出窓口 

〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字中満 260 番地 

みんなの交流館ならは CANvas 内 

事務局：一般社団法人ならはみらい 担当係：企画事業係 

◼ TEL：0240‐23‐6771 

13. 変更の承認申請 

事務局は、補助金の交付を決定する際、補助事業の目的達成に必要と認め

る場合には、次の条件を付すことができる。 

（１） 補助事業の内容や経費配分を変更（※²軽微な変更を除く）しようと

する場合は、速やかに事務局の承認を得ること。 

（２） 補助事業を中止または廃止しようとする場合は、速やかに事務局の承

認を得ること。 

（３） 補助事業が期限内に完了しない、または遂行が困難となった場合は、

速やかに事務局に報告し、指示を受けること。 

（４） その他、別に定める事項を遵守すること。 

14. 事業報告書の提出について 

事業報告書（様式第４号）、経費請求書（様式第５号）を補助対象年度内

に提出してください。内容に応じて、事務局がヒアリングを求める場合があ

ります。 

15. 補助金の返還および留意事項 

以下の場合、補助金の全額または一部の返還を請求することがあります。 

また、悪質と認められる場合はその事実を公表し、以後の活動支援を行いま

せん。 

 

（１） 不正な手段により補助金を受領したとき 

（２） 補助金を活動または対象経費以外に使用したとき 

（３） 事業が対象期間内に完了できないとき 
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（４） 事業報告書を提出しないとき 

（５） その他、この要項に違反したとき 

16. 採択後の進捗確認について 

採択された事業については、事務局が、事業の実施状況や進捗について確

認を行います。採択者は、事務局からの聞き取りや資料提出の要請があった

場合には、速やかに、かつ誠実にこれに応じるものとします。なお、補助額

に余剰が生じた場合には、補助金の確定から 14 日以内に返還となります。 

 

17. 事業の振りかえりと発表の場について 

採択された提案者には、別途、楢葉町または事務局が開催する事業報告会

等に出席いただき、事業の成果報告を行っていただきます。開催時期や方法

については、事前に事務局よりご案内いたします。 

 また、取組を楢葉および一般社団法人ならはみらいのホームページ、ふる

さと納税ポータルサイト等への掲載を行います。 
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※¹【事業計画に記載すべき主な項目】 

1. 事業名 

2. 地域の課題認識 

 事業の対象地域における具体的な課題や背景を整理し明示してくだ

さい 

3. 事業の目的 

 この事業を通じて何を目指すのか、目標やねらいを記載してくださ

い。 

4. 事業の実施内容 

 具体的な取組内容や方法、実施体制などを記載してください。 

5. 事業の対象とする人や団体 

誰に向けた事業であるか、対象者の属性や立場を記載してください。 

6. 地域や住民への効果・波及性 

 この事業の実施によって地域や住民にもたらされる効果、期待され

る変化等を記載してください。 

7. 実施上の工夫や特徴的な点 

地域特性に応じた対応等があれば記載してください。 

8. 今年度の実施スケジュール 

9. 補助終了後の見通し 

 補助期間終了後にかけての継続的な展開や発展の方向性について、

概略を記載してください。 

10. 事業費の概要 

 総事業費、補助対象となる経費、および本補助金への申請額を明示

してください。 

11. 実施主体・連携する団体 

 事業を実施する団体の名称をご記入ください。 

12. 団体所在地 

 上記団体の住所を記載してください。 

13. 事業連絡担当者情報 

 当該事業の内容を熟知している方の氏名、電話番号、メールアドレス 

※²【軽微な変更】 

本要項における「軽微な変更」は、以下のとおりとする。 

（１） 事業費または事業量の変更が全体の 2 割以内である場合。 

（２） 事業種目の範囲内で内容を変更する場合。 


